


 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 １ ７ 日 

 

 

令和６年度第１１回東京都私立学校審議会（第８４６回）議案 

 
 
 

【専修各種学校関係】 

〔今回諮問〕 

学則変更 

議案第１号 母子保健研修センター助産師学校の収容定員に係る学則変更認可について 

（文京区） 

 

【幼稚園関係】 

〔今回諮問〕 

設置者変更 

議案第２号 大泉学園幼稚園の設置者変更認可について（練馬区） 

 

園則変更 

議案第３号 葛飾若草幼稚園の収容定員に係る園則変更認可について（葛飾区） 

 

学校廃止 

議案第４号 成増すみれ幼稚園の廃止認可について（幼保連携型認定こども園移行）（板橋区） 

議案第５号 樫の実幼稚園の廃止認可について（幼保連携型認定こども園移行）（武蔵野市） 

議案第６号 矢の口幼稚園の廃止認可について（幼保連携型認定こども園移行）（稲城市） 

議案第７号 多摩川幼稚園の廃止認可について（幼保連携型認定こども園移行）（あきる野市） 

 

 

 



 

議案第１号  

母子保健研修センター助産師学校の収容定員に係る学則変更要項 

１ 学校の名称  母子保健研修センター助産師学校（各種学校） 

２ 位    置  文京区音羽一丁目１９番地１８号       電話 ０３（５９８１）３０２７ 

３ 変更の時期  令和７年４月１日（予定） 

４ 変更の理由  実習施設の確保が困難なため、定時制の廃止及び全日制を減員する。  

５ 設 置 者 名  公益財団法人東京都助産師会館（文京区音羽一丁目１９番地１８号）理事長 岡本 喜代子 

６ 校 長 名  村山 輝子 

７ 経費の見積り 

  及び維持方法 

授業料、入学金、施設設備費、その他の収入をもって維持運営する。 

８ 学科別修業 

  年限及び生徒 

  定員 

変 更 前 変 更 後 
 

昼夜 コース名 修業 
年限 

入学 
定員 

総定員 

昼 全日制  1年 30名  30名 

昼 定時制  ２年 20名 40名 

合 計  70名  70名 
 

 

昼夜 コース名 修業 
年限 

入学 
定員 

総定員 

昼 全日制  1年  25名 25名 

合 計  25名  25名 
 

９ 校    地 変 更 前 変 更 後 

  

 

総面積       662.67 ㎡      

（内訳）校舎敷地  461.44 ㎡   

    その他   201.23 ㎡   

     

  同  左 

10 校    舎 変 更 前 変 更 後 

  総面積         1,040.87㎡ 

（構造）鉄筋コンクリート造6階建のうち、３階

から５階部分 

（内訳）教室・ゼミナール室 5室 199.75㎡ 

    実習室・訪問看護室 4室 119.77㎡ 

    図 書 室  1室  40.84㎡ 

    保 健 室    1室   4.04㎡ 

    教 務 室  2室  64.22㎡ 

    事 務 室  1室  10.38㎡ 

    便 所 5箇所    31.51㎡ 

（大11箇・小1箇） 

    そ の 他      570.36㎡ 

 

総面積         989.72㎡ 

（構造）鉄筋コンクリート造6階建のうち、３階

から５階部分 

（内訳）教室･ゼミナール室 5室 199.75㎡ 

    実習室･訪問看護室 3室 110.97㎡ 

    図 書 室   1室  40.84㎡ 

    保 健 室   1室   4.04㎡ 

    教 務 室  1室   30.92㎡ 

    事 務 室  1室   10.38㎡ 

    便 所 5箇所     31.51㎡     

   （大11箇・小1箇） 

    そ の 他           561.31㎡ 

 

 

基準  116㎡ 

11 教職員組織 変 更 前 変 更 後 

  校長（専任）   １名 

教員（専任）  ６名 

事務職員（専任）３名 

学校医（兼任） １名 

カウンセラー（兼任）１名    合計12名 

校長（専任）    １名 

教員（専任）   ４名 

事務職員（専任） ２名 

学校医（兼任）  １名 

カウンセラー（兼任）１名    合計 ９名  教員基準 ３名 

備        考 １ 各種学校設置認可年月日    昭和５３年５月１２日 

 

 



 

議案第２号 

大泉学園幼稚園設置者変更要項 

１ 学校 の目 的 この幼稚園は、学校教育法第２２条及び２３条に従って幼児を保育し、適当なる環

境を与えて、その心身の発達を助長する事を目的とする。 

２ 学校 の名 称 大泉学園幼稚園 

３ 位    置 練馬区大泉学園町四丁目５番１０号 

４ 変更 の時 期 令和 年 月 日（認可のあった日） 

５ 変更 の理 由 旧設置者の死亡に伴い、新設置者が引き継ぎ、幼稚園の存続を図るため。 

６ 設 置 者 名 （新）加藤 理実子 

（旧）加藤 隆 

７ 園 長 名   加藤 理実子 

８ 経費の見積り 

  及び維持方法 

施設型給付費、特定負担額及び補助金等により維持経営する。ただし、不足を生じ

た場合は、設置者においてこれを負担する。 

９ 備    考 (1) 園   地 総面積   ２,２２２．６１ ㎡ 

(2) 園   舎 総面積      ８１５．６８ ㎡ 

 （構造 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建、木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建） 

(3) 運 動 場  

面積 １,０３１．５７ ㎡ 

(4) 収容定員及び学級編制等 

（定員）  ２１０名 

  （学級数） ７学級 

  （保育年限）１年、２年及び３年 

 (5) 教職員組織 

園  長（専任）１名  副 園 長（専任）１名  教  諭（専任） ７名 

教  諭（兼任）５名  事務職員（専任）１名  その他職員（専任） １名 

その他職員（兼任）２名   園  医（兼任）１名   園歯科医（兼任） １名  

園薬剤師（兼任）１名 

                             合計２１名 

(6) 設置認可年月日  昭和４２年８月２４日 

 基 準 

１ 園舎総面積 

  ７２０㎡ 

２ 運動場面積 

  ６４０㎡ 

３ 教 諭 数 

    ７名 

区分 学級数 定員数 

３歳児 ３ ７０ 

４歳児 ２ ７０ 

５歳児 ２ ７０ 

計 ７ ２１０ 

 



 

 

議案第３号 

葛飾若草幼稚園の収容定員に係る園則変更要項 

１ 学 校 の 名 称   葛飾若草幼稚園 

２ 位 置 葛飾区細田五丁目４番１１号 

３ 変 更 の 時 期   令和 年 月 日（認可のあった日） 

４ 変 更 の 理 由   実員に合わせて収容定員を変更する。 

５ 設 置 者 名   学校法人 清田学園（葛飾区細田五丁目４番１１号）理事長 大西 恭代 

６ 園 長 名   清田 宏美 

７ 収容定員及び 

  学 級 編 制 等 

 
 〔変更後〕  

 （定 員）  １７５名 

 （学級数）   ８学級 

 （保育年限）１年、２年 

       ３年及び 

       ４年未満 

 

区 分 
変 更 前 変 更 後     

 

 

 

 

 

   

学級数 定員数 学級数 定員数 

満３歳児 １ ２５ １ １５ 

３ 歳 児 ４ １００  ２ ４０  

４ 歳 児 ４ １０５  ２ ６０  

５ 歳 児 ４ １０５  ３ ６０  

    計 １３ ３３５  ８ １７５  

 

８ 園 地 

変  更  前 変    更    後 

総 面 積     １，６３３．７８㎡ 

（内訳）園舎敷地   ７２２．６４㎡ 

運 動 場   ５６０．３０㎡ 

そ の 他   ３５０．８４㎡ 

同左 

 
基 準 

運動場   ５６０㎡ 

９ 園 舎 

 

 

 

 

変  更  前 変    更    後 

総 面 積     １，６２８．５１㎡ 

（内訳） 

保育室  １２室      ４８４．５７㎡ 

遊戯室（保育室１室兼） １００．１６㎡ 

職員室（保健室兼）    ８５．９１㎡ 

便 所           ４９．８１㎡ 

その他          ９０８．０６㎡ 

同左 

 
基 準 

総面積   ６２０㎡ 

10 教 職 員 組 織 

変  更  前 変    更    後 

  園      長（専任）   １名 

副 園 長（専任）    １名 

  教 諭（専任）  １２名 

  教 諭（兼任）   ２名 

 事 務 職 員（専任）   ２名 

 その他職員（専任）   ５名 

 その他職員（兼任）   ９名 

  園   医（兼任）   １名 

  園 歯 科 医（兼任）   １名 

  園 薬 剤 師（兼任）   １名 

       合計    ３５名 

同左 

 
基 準 

教諭数   ８名 

11 備   考  設置認可年月日   昭和４０年１２月７日 

 



議案第４号 

成増すみれ幼稚園廃止要項（幼保連携型認定こども園移行） 

１ 学校 の名 称  成増すみれ幼稚園 

２ 位    置 板橋区成増一丁目３５番１号 

３ 廃止 の時 期  令和７年４月１日（予定） 

４ 廃止 の理 由 

 就学前の子どもに関する教育、保育等総合的提供の推進に関する法律第17条に基づ

き「幼保連携型認定こども園」として認可を受ける予定であることから、学校教育法に

基づく幼稚園の廃止認可手続きを行うものである。 

５ 設 置 者 名  学校法人 成増すみれ学園（板橋区成増一丁目３５番１号）理事長 小田原 克行 

６ 園  長  名  持橋 信子 

７ 園児 の処 置  認可予定の幼保連携型認定こども園において、引き続き、教育を実施する。 

８ 教職員の処置  認可予定の幼保連携型認定こども園に転籍又は退職する。 

９ 指導要録等の 
引継方法 

 認可予定の幼保連携型認定こども園に引き継ぎ、保管する。 

10 資産 の処 置 
 認可予定の幼保連携型認定こども園の施設として、教育・保育のため引き続き 

使用する。 

11 備    考 (1) 園   地   総面積      ９６５．６３㎡ 

(2) 園   舎   総面積      ５６６．０６㎡ 

(3) 収 容 定 員               １２０名 

(4) 私立幼稚園設置認可年月日  昭和４６年３月３１日 

(5)  新たに設置する幼保連携型認定こども園名及び認可年月日 

    園名：「幼保連携型認定こども園 成増すみれ幼稚園」（仮称） 

    認可年月日（予定）：令和７年４月１日 

 

 



議案第５号 

樫の実幼稚園廃止要項（幼保連携型認定こども園移行） 

１ 学校 の名 称  樫の実幼稚園 

２ 位    置 武蔵野市吉祥寺東町四丁目７番２号 

３ 廃止 の時 期  令和７年４月１日（予定） 

４ 廃止 の理 由 

 就学前の子どもに関する教育、保育等総合的提供の推進に関する法律第17条に基づ

き「幼保連携型認定こども園」として認可を受ける予定であることから、学校教育法に

基づく幼稚園の廃止認可手続きを行うものである。 

５ 設 置 者 名  樫葉 和英 

６ 園  長  名  樫葉 和英 

７ 園児 の処 置  認可予定の幼保連携型認定こども園において、引き続き、教育を実施する。 

８ 教職員の処置  認可予定の幼保連携型認定こども園に転籍又は退職する。 

９ 指導要録等の 
引継方法 

 武蔵野市に引き継ぎ、保管する。 

10 資産 の処 置 
 認可予定の幼保連携型認定こども園の施設として、教育・保育のため引き続き 

使用する。 

11 備    考 (1) 園   地   総面積      ８０３．１４㎡ 

(2) 園   舎   総面積      ５７４．４３㎡ 

(3) 収 容 定 員               １０５名 

(4) 私立幼稚園設置認可年月日  昭和１６年２月１２日 

(5)  新たに設置する幼保連携型認定こども園名及び認可年月日 

    園名：「幼保連携型認定こども園 樫の実幼稚園」 

    認可年月日（予定）：令和７年４月１日 

 

 



議案第６号 

矢の口幼稚園廃止要項（幼保連携型認定こども園移行） 

１ 学校 の名 称  矢の口幼稚園 

２ 位    置 稲城市矢野口１７５３番地 

３ 廃止 の時 期  令和７年４月１日（予定） 

４ 廃止 の理 由 

 就学前の子どもに関する教育、保育等総合的提供の推進に関する法律第17条に基づ

き「幼保連携型認定こども園」として認可を受ける予定であることから、学校教育法に

基づく幼稚園の廃止認可手続きを行うものである。 

５ 設 置 者 名  学校法人 子どもの森（稲城市矢野口１７５３番地）理事長 角田 享 

６ 園  長  名  角田 洋 

７ 園児 の処 置  認可予定の幼保連携型認定こども園において、引き続き、教育・保育を実施する。 

８ 教職員の処置  認可予定の幼保連携型認定こども園に転籍又は退職する。 

９ 指導要録等の 
引継方法 

 認可予定の幼保連携型認定こども園に引き継ぎ、保管する。 

10 資産 の処 置 
 認可予定の幼保連携型認定こども園の施設として、教育・保育のため引き続き 

使用する。 

11 備    考 (1) 園   地   総面積    ４，５０４．９２㎡ 

(2) 園   舎   総面積    ２，６１４．６６㎡ 

(3) 収 容 定 員               ４００名 

(4) 私立幼稚園設置認可年月日  昭和３７年４月１３日 

(5)  新たに設置する幼保連携型認定こども園名及び認可年月日 

    園名：「幼保連携型認定こども園 矢の口幼稚園」 

    認可年月日（予定）：令和７年４月１日 

 

 



議案第７号 

多摩川幼稚園廃止要項（幼保連携型認定こども園移行） 

１ 学校 の名 称  多摩川幼稚園 

２ 位    置 あきる野市雨間４３０番地 

３ 廃止 の時 期  令和７年４月１日（予定） 

４ 廃止 の理 由 

 就学前の子どもに関する教育、保育等総合的提供の推進に関する法律第17条に基づ

き「幼保連携型認定こども園」として認可を受ける予定であることから、学校教育法に

基づく幼稚園の廃止認可手続きを行うものである。 

５ 設 置 者 名  学校法人 多摩川学園（あきる野市雨間４３０番地）理事長 濵川 喜亘 

６ 園  長  名  濵川 喜亘 

７ 園児 の処 置  認可予定の幼保連携型認定こども園において、引き続き、教育・保育を実施する。 

８ 教職員の処置  認可予定の幼保連携型認定こども園に転籍する。 

９ 指導要録等の 
引継方法 

 認可予定の幼保連携型認定こども園に引き継ぎ、保管する。 

10 資産 の処 置 
 認可予定の幼保連携型認定こども園の施設として、教育・保育のため引き続き 

使用する。 

11 備    考 (1) 園   地   総面積   １７，７１８．８６㎡ 

(2) 園   舎   総面積    ２，８５８．４４㎡ 

(3) 収 容 定 員               ３６０名 

(4) 私立幼稚園設置認可年月日  昭和４１年１２月２２日 

(5)  新たに設置する幼保連携型認定こども園名及び認可年月日 

    園名：「幼保連携型認定こども園 多摩川幼稚園」 

    認可年月日（予定）：令和７年４月１日 

 

 


